
◎吉井貝塚内樹木の落枝による物損事故について 

 

１ 発生日時 

  令和６年７月 22 日（月）午前４時 30 分頃 

 

２ 発生場所 

  吉井貝塚隣接地の住宅 

 

３ 被害状況について 

  ７月 22 日（月）の午前４時 30 分頃、吉井貝塚内の高木から枝が落下し、隣

接する住宅敷地内の物置の屋根等を破損してしまいました。 

 

４ 事故後の対応 

  同日午前９時 20 分に物置所有者から電話連絡があり、生涯学習課職員が現

地へ急行し、被害状況を確認し、正午までに落下した枝の撤去作業を終えまし

た。 

  作業時に物置所有者が不在だったため、あらためて同日午後４時 30 分頃、

生涯学習課職員が被害者宅を訪れ謝罪しました。 

 

５ 今後の対応 

  本事故による物置の損害賠償について、相手方と示談締結に向けて交渉を

進めてまいります。 

 

６ 再発防止について 

  吉井貝塚外周の樹木について、同様の危険性がないか、点検を実施し、危険

な樹木について伐採等の対応を行う予定です。 
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